
●
北
東
地
方
の

　

少
数
民
族
保
護
政
策

　

イ
ン
ド
で
は
、
社
会
的
・
経
済
的
に

不
利
な
立
場
に
あ
る
と
し
て
指
定
カ
ー

ス
ト
（
不
可
触
民
）
と
指
定
部
族
（
少

数
民
族
）
に
向
け
て
弱
者
保
護
の
政
策

が
と
ら
れ
て
い
る
。弱
者
保
護
政
策
は
、

格
差
是
正
・
社
会
正
義
の
達
成
の
た
め

と
し
て
正
当
化
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

保
護
措
置
の
拡
大
を
求
め
る
動
き
が
あ

る
一
方
、
保
護
措
置
が
法
の
も
と
の
平

等
を
損
な
う
と
す
る
声
や
、
保
護
の
あ

り
か
た
を
問
う
声
は
大
き
い
。
弱
者
保

護
措
置
が
目
標
を
達
成
し
た
と
し
て
解

消
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
逆
に
新
し
い

保
護
対
象
を
作
り
出
し
、
対
象
外
の

人
々
と
の
亀
裂
を
深
め
て
い
る
。

　

指
定
カ
ー
ス
ト
へ
の
保
護
措
置
に
比

し
て
、
指
定
部
族
へ
の
保
護
措
置
は
さ

ほ
ど
大
き
な
論
争
と
は
な
っ
て
こ
な

か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
指
定
部
族
人

口
比
率
は
八
・
二
％
（
二
〇
〇
一
年
セ

ン
サ
ス
）
で
、
そ
の
多
く
は
未
開
発
地

や
僻
地
で
独
自
の
生
活
様
式
・
社
会
構

造
の
も
と
に
生
活
し
て
き
た
少
数
民
族

で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
発
言
力
は

弱
く
、
経
済
的
・
社
会
的
弱
者
と
し
て

の
保
護
の
必
要
は
当
然
視
さ
れ
、
保
護

措
置
が
紛
争
の
火
種
と
な
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
状
況

に
対
し
て
、
イ
ン
ド
の
北
東
地
方
で
は

指
定
部
族
へ
の
保
護
措
置
が
鋭
い
対
立

を
生
ん
で
い
る
。
イ
ン
ド
北
東
地
方
七

州
は
、
イ
ン
ド
総
面
積
の
七
・
八
％
、

人
口
は
総
人
口
の
三
・
八
％
（
二
〇
〇

一
年
）
で
あ
る
が
、
多
く
の
少
数
民
族

が
居
住
し
て
い
る
。
少
数
民
族
の
居
住

範
囲
は
あ
る
程
度
は
特
定
で
き
る
が
、

外
か
ら
の
流
入
・
移
住
も
あ
り
、
複
数

の
民
族
が
混
住
し
て
い
る
。
し
か
し
イ

ン
ド
北
東
地
方
で
は
指
定
部
族
保
護
措

置
が
特
定
の
少
数
民
族
の
み
を
対
象
と

し
て
お
り
、
非
指
定
部
族
や
、
少
数
民

族
で
は
あ
っ
て
も
保
護
措
置
か
ら
排
除

さ
れ
て
い
る
人
々
か
ら
の
不
満
が
強

い
。
イ
ン
ド
の
弱
者
保
護
政
策
を
考
え

る
う
え
で
、
北
東
地
方
の
少
数
部
族
保

護
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
重
要
で

あ
る
。

●
北
東
地
方
の

　

少
数
民
族
政
策
の
歴
史

　

こ
の
地
域
に
は
特
別
な
部
族
保
護
政

策
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に

は
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
時
代
の
特
殊
な
統

治
形
態
が
あ
る
。
北
東
地
方
を
東
か
ら

西
に
流
れ
る
大
河
ブ
ラ
ー
マ
プ
ト
ラ
川

流
域
に
栄
え
た
ア
ホ
ム
王
国
は
、
イ
ギ

リ
ス
に
領
域
を
奪
わ
れ
一
八
三
八
年
に

消
滅
し
た
。
そ
の
後
こ
の
地
域
は
、
植

民
地
イ
ン
ド
の
大
部
分
の
地
域
と
は
異

な
る
形
で
統
治
さ
れ
た
。
植
民
地
政
府

は
丘
陵
民
族
の
居
住
地
域
を
特
定
し
、

入
域
を
規
制
し
、隔
離
し
て
統
治
し
た
。

こ
の
隔
離
政
策
は
、「
丘
陵
少
数
民
族

の
独
自
の
生
活
と
文
化
を
守
る
」
と
い

う
名
目
を
掲
げ
て
い
た
が
、
辺
境
地
域

の
管
理
と
、
そ
こ
に
居
住
す
る
、
イ
ギ

リ
ス
に
対
し
て
あ
ま
り
友
好
的
で
は
な

い
少
数
民
族
の
囲
い
込
み
と
い
う
目
的
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も
あ
っ
た
。

　

植
民
地
政
府
は
東
北
地
方
に
一
八
七

三
年
に
「
ベ
ン
ガ
ル
東
部
辺
境
規
制
」

を
導
入
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
・
植
民
地
人

が
許
可
な
く
規
制
地
域
に
入
り
、
商
売

を
し
、
土
地
を
所
得
す
る
こ
と
な
ど
を

禁
じ
、
一
八
八
二
年
に
は
北
東
辺
境
の

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
岳
地
域
と
ビ
ル
マ
に
接
す

る
ナ
ガ
丘
陵
も
規
制
の
対
象
に
入
れ

た
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
は
一
九
一
九
年

イ
ン
ド
統
治
法
に
よ
り
、「
原
住
民
保

護
」
の
名
目
で
、
ブ
ラ
ー
マ
プ
ト
ラ
川

流
域
の
平
野
部
を
除
い
て
、
中
国
に
接

す
る
現
在
の
ア
ル
ナ
ー
チ
ャ
ル
・
プ
ラ

デ
シ
ュ
州
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
境
の
ナ

ガ
ラ
ン
ド
州
、
ミ
ゾ
ラ
ー
ム
州
、
さ
ら

に
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
と
接
す
る
メ
ガ
ー

ラ
ヤ
州
な
ど
に
属
す
る
丘
陵
地
域
の
ほ

と
ん
ど
を
「
後
進
領
域
」
と
指
定
し
た
。

つ
い
で
一
九
三
五
年
イ
ン
ド
統
治
法
に

よ
り
「
後
進
領
域
」
は
、「
隔
離
地
域
」

と
「
準
隔
離
地
域
」
に
二
分
さ
れ
、
イ

ン
ド
総
督
の
直
接
行
政
下
に
置
か
れ

た
。「
隔
離
地
域
」
は
中
国
・
ビ
ル
マ

国
境
地
域
、「
準
隔
離
地
域
」
は
そ
の

他
の
ア
ッ
サ
ム
丘
陵
地
域
と
な
る
。

●
憲
法
第
六
付
則
の
制
定

　

一
九
三
五
年
イ
ン
ド
統
治
法
に
よ
る

地
域
の
特
定
は
、
辺
境
で
の
植
民
統
治

を
容
易
に
す
る
目
的
で
あ
っ
た
が
、
独

立
後
の
イ
ン
ド
政
府
は
こ
の
政
策
を
踏

襲
し
、
憲
法
第
六
付
則
と
し
て
規
定
し

た
。

　

ま
ず
イ
ン
ド
憲
法
制
定
議
会
（
制
憲

議
会
）
が
「
基
本
権
、
少
数
派
、
部
族

お
よ
び
隔
離
地
域
に
関
す
る
諮
問
委
員

会
」
を
設
置
し
、
こ
の
諮
問
委
員
会
の

も
と
に
「
北
東
辺
境
（
ア
ッ
サ
ム
）
部

族
お
よ
び
隔
離
地
域
小
委
員
会
」
が
設

け
ら
れ
た
。こ
の
小
委
員
会
の
目
的
は
、

一
九
三
五
年
イ
ン
ド
統
治
法
で
定
め
た

「
隔
離
地
域
」
と
「
準
隔
離
地
域
」
に

関
わ
る
統
治
の
ス
キ
ー
ム
作
り
で
、「
北

東
地
方
の
丘
陵
部
族
地
域
の
人
々
を
政

治
的
・
経
済
的
搾
取
か
ら
保
護
し
、
彼

ら
が
独
自
の
生
活
を
維
持
し
、
政
治
的

問
題
を
自
分
た
ち
で
解
決
で
き
る
よ
う

配
慮
し
な
が
ら
」、「
ア
ッ
サ
ム
州
政
府

に
よ
る
丘
陵
県
と
平
野
部
と
の
統
合
の

努
力
に
、
丘
陵
の
人
々
に
自
治
の
希
望

を
融
合
す
る
よ
う
」、
統
治
の
形
態
を

検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
小
委
員
会
は
一
九
四
七
年
七
月

二
八
日
に
報
告
書
を
提
出
し
た
。
な
お

対
象
地
域
は
、
一
九
三
五
年
イ
ン
ド
統

治
法
の
「
隔
離
地
域
」
と
「
準
隔
離
地

域
」の
分
類
か
ら
若
干
組
み
替
え
ら
れ
、

Ａ
群
が
現
在
の
メ
ガ
ー
ラ
ヤ
州
と
ナ
ガ

ラ
ン
ド
州
の
全
域
、
お
よ
び
ミ
ゾ
ラ
ー

ム
州
と
ア
ッ
サ
ム
州
の
一
部
の
丘
陵
部

で
、
こ
れ
ら
に
自
治
丘
陵
部
族
県
を
設

置
す
る
こ
と
と
し
、
Ｂ
群
は
、
現
在
の

ア
ル
ナ
ー
チ
ャ
ル
・
プ
ラ
デ
シ
ュ
州
と

ナ
ガ
ラ
ン
ド
州
全
域
で
、
こ
の
地
域
は

「
行
政
権
が
未
到
達
で
あ
る
の
で
自
治

に
向
か
な
い
」
と
の
理
由
で
ア
ッ
サ
ム

州
知
事
が
イ
ン
ド
大
統
領
の
代
行
と
し

て
管
轄
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
小
委
員

会
の
報
告
を
受
け
て
諮
問
委
員
会
は
一

九
四
八
年
三
月
四
日
に
報
告
書
・
提
案

を
提
出
、
一
一
月
四
日
に
憲
法
起
草
委

員
会
が
制
憲
議
会
に
正
式
に
提
案
を
提

出
、
制
憲
議
会
は
一
九
四
九
年
九
月
五

日
か
ら
七
日
に
か
け
て
議
論
し
た
。

　

制
憲
議
会
で
の
議
論
で
は
、
相
反
す

る
見
解
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
丘
陵
部

族
に
特
定
の
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
、
賛
成
と
反
対
の
意
見
で
あ

る
。
反
対
派
は
、
国
家
統
合
や
イ
ン
ド

本
体
と
の
政
治
・
社
会
的
融
合
を
重
視

し
た
。
反
対
派
は
さ
ら
に
、
北
東
地
方

が
中
国
・
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
・
パ
キ

ス
タ
ン
と
国
境
を
接
す
る
こ
と
か
ら
、

部
族
地
域
に
自
治
を
付
与
す
る
こ
と
の

危
険
性
を
強
調
し
て
安
全
保
障
上
の
懸

念
を
表
明
し
た
。
一
九
四
七
年
に
イ
ギ

リ
ス
領
イ
ン
ド
が
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ

ン
に
分
離
独
立
し
、
北
東
地
方
と
接
す

る
東
ベ
ン
ガ
ル
が
東
パ
キ
ス
タ
ン
と

な
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
議
論
に
大
き
く

影
響
し
た
。
一
方
賛
成
派
も
し
く
は
自

治
権
付
与
派
は
、
強
制
的
統
合
に
反
対

し
、
丘
陵
部
族
の
独
特
の
社
会
・
生
活

に
配
慮
し
、
丘
陵
部
族
を
「
破
滅
か
ら

守
る
」
必
要
を
唱
え
た
。

　

結
局
制
憲
議
会
の
結
論
は
、
丘
陵
部

族
地
域
の
利
益
を
主
張
す
る
保
護
派
・

自
治
権
付
与
派
の
意
見
に
沿
っ
た
方
向

で
ま
と
ま
っ
た
。
小
委
員
会
設
置
の
時

点
で
丘
陵
部
族
の
保
護
と
権
限
付
与
が

所
与
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
制
憲

議
会
の
議
論
に
枠
を
は
め
て
い
た
と
い

え
る
。
一
九
五
〇
年
施
行
の
イ
ン
ド
憲

法
は
、
第
一
〇
編
「
指
定
部
族
お
よ
び

部
族
地
域
」
第
二
四
四
条
（
二
）
項
「
部

族
地
域
の
行
政
」
お
よ
び
そ
れ
に
付
さ

れ
る
第
六
付
則
で
、
北
東
地
方
の
丘
陵

地
に
自
治
県
を
設
置
し
、
丘
陵
部
族
の

保
護
を
規
定
し
た
。
目
的
は
、「
北
東

地
方
の
丘
陵
部
族
地
域
に
別
個
の
行
政

機
関
を
設
け
、
部
族
を
政
治
的
・
経
済

的
搾
取
か
ら
守
り
、
彼
ら
独
自
の
生
活

を
維
持
さ
せ
、
彼
ら
が
自
治
を
行
え
る

よ
う
整
備
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
た
。

　

第
六
付
則
の
主
要
点
は
、
自
治
県
に

「
県
協
議
会
」（
ボ
ド
ラ
ン
ド
は
「
領
域

協
議
会
」）
を
設
置
し
、
県
協
議
会
は

選
出
議
員
と
任
命
議
員
か
ら
な
り
五
年

任
期
で
、
県
協
議
会
に
特
定
項
目
の
立

法
権
限
と
司
法
権
限
が
付
与
さ
れ
、
県

協
議
会
に
は
地
税
の
評
価
・
徴
収
権
と

地
元
の
地
下
資
源
へ
の
権
限
が
付
与
さ

れ
る
、
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
六
付

則
の
目
的
で
あ
る
丘
陵
指
定
部
族
の
保

護
の
面
で
は
、
県
協
議
会
は
非
指
定
部

族
に
よ
る
金
貸
し
業
に
つ
い
て
管
理
規

則
権
限
を
持
つ
、な
ど
の
項
目
が
あ
る
。

次
に
現
在
の
第
六
付
則
地
域
の
「
自
治

県
」
を
記
す
。
第
六
付
則
は
、
数
度
の

憲
法
改
正
を
経
て
現
在
四
州
で
一
〇
地

域
を
指
定
し
て
い
る
。
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ア
ッ
サ
ム
州
：
北
カ
チ
ャ
ー
ル
丘
陵

県
、
カ
ル
ビ
・
ア
ン
ロ
ン
県
、
ボ

ド
ラ
ン
ド
領
域
県
（
二
〇
〇
三
年

に
追
加
）

メ
ガ
ー
ラ
ヤ
州
（
州
は
こ
の
三
丘
陵

県
か
ら
な
る
）：
カ
ー
シ
ー
丘
陵

県
、
ジ
ャ
イ
ン
テ
ィ
ア
丘
陵
県
、

ガ
ロ
丘
陵
県

ト
リ
プ
ラ
州
：
ト
リ
プ
ラ
部
族
地
域

県
ミ
ゾ
ラ
ー
ム
州
：
チ
ャ
ク
マ
県
、
マ

ラ
県
、
ラ
イ
県

●
第
六
付
則
の
問
題
点

　

第
六
付
則
に
は
問
題
点
が
あ
る
。
そ

の
ひ
と
つ
は
、
付
与
さ
れ
る
権
限
内
容

に
地
域
間
で
差
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
メ
ガ
ー
ラ
ヤ
州
の
三
丘
陵
県

の
県
協
議
会
に
委
ね
ら
れ
る
立
法
権
の

範
囲
は
、
ア
ッ
サ
ム
州
の
北
カ
チ
ャ
ー

ル
丘
陵
県
と
カ
ル
ビ
・
ア
ン
ロ
ン
丘
陵

県
の
立
法
権
の
範
囲
よ
り
広
い
。ま
た
、

ア
ッ
サ
ム
州
の
ボ
ド
ラ
ン
ド
領
域
県
に

は
従
来
と
は
異
な
る
条
件
が
付
さ
れ
て

い
る
。

　

ま
た
、
丘
陵
地
域
す
べ
て
が
第
六
付

則
に
組
み
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
隔
離
地
域
」
で
あ
っ
た
ナ
ガ
丘
陵
県

（
一
九
六
三
年
に
ナ
ガ
ラ
ン
ド
州
と
な

る
）
と
北
東
辺
境
地
域
（
一
九
八
七
年

に
ア
ル
ナ
ー
チ
ャ
ル
・
プ
ラ
デ
シ
ュ
州

と
な
る
）
は
と
も
に
、
指
定
部
族
が
住

民
の
大
半
を
占
め
、
部
族
の
社
会
・
慣

習
を
保
護
す
る
と
い
う
第
六
付
則
の
目

的
に
合
致
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
付

則
か
ら
は
ず
さ
れ
た
。
第
六
付
則
を
導

入
で
き
な
い
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
ナ
ガ
丘
陵
県
で
は
、
イ
ン
ド
と
の

併
合
を
嫌
っ
た
ナ
ガ
民
族
会
議
が
一
九

四
七
年
八
月
一
四
日
に
「
独
立
」
を
宣

言
し
、
そ
の
後
、
反
政
府
武
力
・
独

立
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
北

東
辺
境
地
域
は
、
中
国
国
境
地
域
で
あ

る
点
が
重
視
さ
れ
、
安
全
保
障
の
点
か

ら
第
六
付
則
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
国
境

管
理
お
よ
び
反
政
府
運
動
へ
の
対
応
と

い
う
面
で
政
治
的
配
慮
が
優
先
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
州
へ
の
昇
格
後
も
第
六
付

則
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
第
六
付
則
の
適
用
さ
れ
る

地
域
は
単
一
の
民
族
が
居
住
す
る
地
域

で
は
な
く
、
複
数
の
民
族
が
移
住
し
定

住
し
て
い
る
こ
と
か
ら
問
題
が
発
生
す

る
。自
治
県
内
に
は
、第
六
付
則
に
よ
っ

て
保
護
と
恩
恵
を
受
け
る
丘
陵
民
族
が

い
る
傍
ら
、
保
護
か
ら
外
れ
る
住
民
も

居
住
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

保
護
対
象
民
族
・
非
対
象
民
族
の
関
係

が
形
成
さ
れ
る
。
住
民
を
保
護
と
非
保

護
で
分
断
す
る
第
六
付
則
は
、
丘
陵
民

族
か
ら
保
護
と
特
典
の
拡
大
要
求
が
生

ま
れ
、
排
他
意
識
も
生
ま
れ
る
。
逆
に

対
象
か
ら
外
れ
た
住
民
は
不
満
を
抱

く
。
そ
の
結
果
、
対
象
外
の
民
族
の
な

か
か
ら
第
六
付
則
の
地
位
を
求
め
る
要

求
も
生
ま
れ
る
。
特
定
少
数
民
族
へ
の

差
別
的
保
護
措
置
は
、
保
護
の
対
象
か

ら
外
れ
る
民
族
か
ら
「
平
等
」
を
根
拠

に
し
た
保
護
要
求
を
生
み
、
民
族
ベ
ー

ス
の
政
治
動
員
に
よ
っ
て
対
立
へ
と
発

展
す
る
。
こ
の
状
況
が
、
す
で
に
「
民

族
自
治
」
要
求
運
動
や
「
独
立
」
要
求

の
反
政
府
武
力
闘
争
が
続
い
て
い
る
東

北
地
方
で
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
第
六
付
則
の
問
題
点
を

再
確
認
さ
せ
る
の
が
、
次
に
述
べ
る
ボ

ド
ラ
ン
ド
領
域
県
の
誕
生
で
あ
る
。

●「
ボ
ド
ラ
ン
ド
領
域
県
」
の
誕
生

　

二
〇
〇
三
年
の
憲
法
改
正
で
、
第
六

付
則
に
ボ
ド
ラ
ン
ド
領
域
県
が
付
け
加

え
ら
れ
た
。
ボ
ド
ラ
ン
ド
領
域
県
の
特

徴
は
、
そ
れ
ま
で
の
第
六
付
則
が
旧
イ

ギ
リ
ス
植
民
地
時
代
の
丘
陵
部
族
地
域

を
対
象
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

ア
ッ
サ
ム
州
の
ブ
ラ
ー
マ
プ
ト
ラ
川
北

岸
の
平
野
部
部
族
ボ
ド
を
対
象
と
し
て

設
定
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
以
下
で
ボ

ド
ラ
ン
ド
領
域
県
成
立
の
過
程
を
見

て
、
そ
の
問
題
点
を
考
え
る
。

　

ア
ッ
サ
ム
州
の
指
定
部
族
数
は
二

三
、
そ
の
う
ち
一
四
部
族
が
二
自
治
県

の
丘
陵
部
族
で
、
六
部
族
が
平
野
部
部

族
、
三
部
族
が
そ
の
他
の
指
定
部
族
と

分
類
さ
れ
て
い
る
。
ア
ッ
サ
ム
州
の
指

定
部
族
人
口
は
州
人
口
の
一
二
・
四
％

で
、
北
東
地
方
の
他
州
に
比
し
て
少
な

い
。
ア
ッ
サ
ム
州
で
は
ア
ホ
ム
（
ア
ッ

サ
ム
人
）
が
州
総
人
口
の
五
八
％
を
占

め
、
次
い
で
ベ
ン
ガ
リ
ー
（
ベ
ン
ガ
ル

人
）
が
二
二
％
、
続
い
て
ボ
ド
の
五
％

と
な
っ
て
い
る
。
ボ
ド
は
少
数
派
で
あ

る
が
、
州
の
指
定
部
族
人
口
比
で
は
四

一
％
を
占
め
る
。

　

ボ
ド
は
ボ
ド
の
た
め
の
利
益
を
主
張

し
、
自
治
地
域
を
要
求
し
て
き
た
。
ボ

ド
は
一
九
六
七
年
、
土
地
の
保
障
、

非
部
族
（
と
く
に
ア
ホ
ム
お
よ
び
ベ
ン

ガ
リ
ー
）
に
よ
る
部
族
へ
の
経
済
搾
取

の
停
止
、
平
野
部
部
族
の
言
語
・
文
化
・

慣
習
の
保
護
、
非
部
族
に
よ
る
政
治
的

優
越
の
解
消
、
独
自
の
伝
統
に
従
っ
た

開
発
、
そ
し
て
平
野
部
部
族
地
域
の
自

治
地
域
化
を
要
求
し
た
。

　

そ
の
後
、
自
治
地
域
要
求
は
ボ
ド
領

域
の
要
求
へ
と
進
展
し
て
い
っ
た
。
ボ

ド
に
よ
る
領
域
・
権
限
要
求
運
動
は
、

ア
ッ
サ
ム
州
で
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八

〇
年
代
半
ば
に
か
け
て
激
し
く
展
開
さ

れ
た
ア
ホ
ム
に
よ
る
排
他
・
排
外
運
動

の
影
響
を
受
け
た
。
ア
ホ
ム
の
運
動
と

共
振
す
る
か
の
よ
う
に
ボ
ド
の
主
張
は

排
他
性
・
排
外
性
を
強
め
て
い
っ
た
。

政
府
へ
の
要
求
は
、
ボ
ド
の
領
域
確
保

と
ア
ッ
サ
ム
州
か
ら
の
分
離
を
軸
と
し

た
。
政
府
と
の
協
議
も
何
回
か
あ
り
、

一
九
九
三
年
に
は
、
ア
ッ
サ
ム
州
内
に

ボ
ド
ラ
ン
ド
自
治
協
議
会
領
域
を
設
け

る
こ
と
で
ほ
ぼ
合
意
に
こ
ぎ
つ
け
た

が
、
こ
れ
を
不
満
と
す
る
ボ
ド
の
一
部

が
「
ボ
ド
治
安
部
隊
」、「
ボ
ド
ラ
ン
ド

解
放
の
虎
部
隊
」
と
い
っ
た
武
装
グ
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ル
ー
プ
を
結
成
し
て
、
非
ボ
ド
の
村
へ

の
襲
撃
や
、
列
車
、
橋
、
石
油
パ
イ
プ

ラ
イ
ン
爆
破
な
ど
を
展
開
し
て
い
っ

た
。
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
ボ
ド

の
武
装
活
動
の
主
導
権
は
一
九
九
六
年

結
成
の
「
ボ
ド
解
放
の
虎
」
に
移
り
、

政
府
に
対
す
る
武
装
闘
争
の
様
相
が
強

ま
っ
た
。
要
求
は
ボ
ド
州
の
設
置
と

な
っ
た
。

　

こ
の
状
況
は
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
は

い
っ
て
変
化
し
た
。
ボ
ド
解
放
の
虎
が

政
府
の
働
き
か
け
に
応
じ
て
州
要
求
を

撤
回
し
停
戦
に
応
じ
、
二
〇
〇
三
年
二

月
に
中
央
政
府
・
ア
ッ
サ
ム
州
政
府
・

ボ
ド
解
放
の
虎
の
三
者
が
調
停
覚
書
に

調
印
し
た
。
こ
の
調
停
覚
書
に
は
、「
ボ

ド
の
経
済
的
・
教
育
的
・
言
語
的
要
求

を
満
た
し
、
土
地
へ
の
権
利
を
守
り
、

ボ
ド
の
社
会
・
文
化
的
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
守
る
た
め
に
合

意
し
た
」
と
あ
る
。
内
容
は
、
指
定
部

族
人
口（
ボ
ド
だ
け
で
は
な
い
）五
〇
％

以
上
の
居
住
を
基
準
に
領
域
の
特
定
、

領
域
の
第
六
付
則
へ
の
追
加
、
ボ
ド
ラ

ン
ド
領
域
協
議
会
の
設
置
、
領
域
協
議

会
委
員
は
四
六
人
（
四
〇
人
が
選
出
委

員
、
そ
の
う
ち
三
〇
人
は
部
族
、
五
人

が
非
部
族
、
そ
の
他
五
人
、
残
る
六
人

は
ア
ッ
サ
ム
州
知
事
が
任
命
）、
協
議

会
任
期
は
五
年
、
領
域
は
地
続
き
の
三

〇
八
二
村
、
地
域
は
ブ
ラ
ー
マ
プ
ト
ラ

川
北
岸
の
ア
ッ
サ
ム
州
八
県
に
ま
た
が

り
、
こ
こ
か
ら
コ
ク
ラ
ジ
ャ
ル
、
チ
ラ

ン
、
バ
ス
カ
、
ウ
ダ
ル
グ
リ
を
新
県
と

し
て
切
り
取
り
新
領
域
を
形
成
、
中
央

政
府
は
ボ
ド
語
の
開
発
と
保
護
を
約

束
、
五
年
間
に
イ
ン
フ
ラ
開
発
費
と
し

て
年
一
〇
億
ル
ピ
ー
の
拠
出
、
な
ど
で

あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
二
〇
〇
三
年
八

月
一
日
に
ボ
ド
ラ
ン
ド
領
域
協
議
会
設

置
の
憲
法
改
正
案
が
下
院
に
提
出
さ

れ
、
上
下
両
院
で
可
決
後
、
九
月
八
日

に
大
統
領
が
法
案
を
承
認
し
改
正
法
案

は
第
九
九
次
憲
法
改
正
と
し
て
成
立
、

ボ
ド
ラ
ン
ド
領
域
県
が
第
六
付
則
に
追

加
さ
れ
た
。
表
は
、
ボ
ド
ラ
ン
ド
領
域

の
各
県
の
人
口
で
あ
る
。
指
定
部
族
人

口
が
五
〇
％
以
下
の
県
も
あ
る
。

　

第
六
付
則
で
定
め
ら
れ
た
ボ
ド
ラ
ン

ド
領
域
県
協
議
会
の
権
限
は
、
他
の
第

六
付
則
県
協
議
会
よ
り
も
広
い
範
囲
に

及
ん
で
い
る
。
と
く
に
開
発
・
社
会
イ

ン
フ
ラ
関
係
が
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
、

前
記
の
調
停
覚
書
は
政
治
文
書
で
あ
る

た
め
「
ボ
ド
色
」
が
強
い
が
、
領
域
に

は
ボ
ド
以
外
の
指
定
部
族
も
多
く
、
ボ

ド
は
部
族
特
有
の
社
会
・
生
活
権
限
の

主
張
よ
り
も
、
開
発
重
視
を
優
先
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
た
め
と
い
え
る
。
領

域
県
協
議
会
選
挙
は
二
〇
〇
五
年
五
月

に
実
施
さ
れ
、
ボ
ド
解
放
の
虎
を
含
む

「
ボ
ド
ラ
ン
ド
人
民
革
新
戦
線
」
が
勝

利
し
た
。

●
ボ
ド
ラ
ン
ド
領
域
県
の
成
立
が

　

生
む
諸
問
題

　

ボ
ド
ラ
ン
ド
領
域
県
の
成
立
が
生
む

大
き
な
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
旧
ア
ッ
サ

ム
の
丘
陵
地
域
の
丘
陵
部
族
に
の
み
適

用
さ
れ
て
い
た
第
六
付
則
が
、
平
野
部

の
部
族
ボ
ド
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
ボ
ド
領
域
県
の
成
立
は
、
丘
陵
地

域
に
住
む
非
丘
陵
部
族
の
み
な
ら
ず
他

の
平
野
部
部
族
か
ら
の
要
求
に
も
第
六

付
則
適
用
へ
の
道
を
開
く
こ
と
と
な

る
。
ひ
と
つ
の
領
域
・
権
限
の
設
定
は

新
た
な
領
域
・
権
限
の
要
求
を
生
む
。

あ
る
対
立
の
解
決
が
、
新
た
な
紛
争
の

火
種
と
な
る
。
ボ
ド
ラ
ン
ド
領
域
県
で

は
、
ボ
ド
に
よ
る
「
よ
そ
者
」
排
斥
の

動
き
を
警
戒
し
て
、ボ
ド
以
外
の
部
族
・

住
民
に
よ
る
「
自
治
」
要
求
運
動
も
生

ま
れ
て
い
る
。

　

第
六
付
則
の
対
象
と
な
る
部
族
は
、

第
六
付
則
に
よ
る
保
護
と
自
治
権
を
評

価
す
る
が
、
そ
も
そ
も
第
六
付
則
の
枠

組
み
に
は
市
民
の
平
等
と
い
う
概
念
は

な
い
。
保
護
と
非
保
護
、
部
族
と
非
部

族
の
対
立
は
、
排
外
・
排
他
的
性
格
を

帯
び
、
反
発
を
生
み
、
暴
力
行
為
も
生

み
出
す
。「
丘
陵
地
部
族
の
生
活
・
慣

習
の
保
護
」
を
目
的
と
し
て
い
た
第
六

付
則
が
、
特
定
部
族
へ
の
特
権
的
・
差

別
的
保
護
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
差
別
的
保
護
が
、
ボ
ド
ラ
ン
ド
領
域

県
の
成
立
過
程
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
暴

力
的
な
政
治
動
員
を
伴
っ
て
新
た
に
特

定
部
族
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実

は
、
多
民
族
地
域
で
あ
る
北
東
地
域
で

の
、
暴
力
を
孕
ん
だ
住
民
対
立
を
増
幅

さ
せ
る
一
因
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

（
い
の
う
え　

き
ょ
う
こ
／
大
東
文
化
大

学
国
際
関
係
学
部
教
授
）

人口 指定部族人口比％

コクラジャル 898,991  　　　　 58.8

チラン 343,626  　　　　 49.4

バスカ 717,642  　　　　 47.1

ウダルグリ 671,030  　　　　 47.3

計 2,631,289  　　　　 51.5

 表　ボドランド領域県の人口構成

（出所）　ボドランド領域県協議会ホームページhttp://www.bodolandcouncil.orgより、2009年1 
                 月15日アクセス。
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